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１ i-Constructionの背景

2

➢新・担い手3法の「生産性向上への取組」のうち、受発注者の責務として、「情報通信技術の活用等に
よる生産性向上」が位置付けられている（品確法、建設業法・入契法 平成26年改正、令和元年改正）。

出典：国土交通省「新・担い手三法について」令和2年9月資料を加工して作成
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001367723.pdf

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001367723.pdf


（１）i-Constructionとは

（２）i-Construction 3つのトップランナー施策

①ICT技術の全面的な活用
(ICT施工)

②全体最適の導入
(コンクリート工の規格の標準化等)

③施工時期の平準化等

➢ 調査・測量、設計、施工、検査等のあ
らゆる建設生産プロセスにおいてICTを
全面的に活用する。

➢ 3次元データを活用するための15の新
基準や積算基準を整備する。

➢ 国の大規模土工は、発注者の指定で
ICTを活用、中小規模土工についても、
受注者の希望でICT土工を実施可能
とする。

➢ 全てのICT土工で、必要な費用の計
上、工事成績評点で加点評価する。

➢ 設計、発注、材料の調達、加工、組
立等の一連の生産工程や、維持管理
を含めたプロセス全体の最適化が図ら
れるよう、全体最適の考え方を導入し、
サプライチェーンの効率化、生産性向
上を目指す。

➢ 平成28年は機械式鉄筋定着及び流
動性を高めたコンクリートの活用につい
てガイドラインを策定した。

➢ 部材の規格(サイズ等)の標準化により、
プレキャスト製品やプレハブ鉄筋等の工
場製作化を進め、コスト削減、生産性
向上を目指す。

➢ 公共工事は第1四半期(4月～6月)
に工事量が少なく、偏りが激しい。

➢ 適正な工期を確保するための2ヵ年国
債を設定した。平成29年当初予算に
おいてゼロ国債を初めて設定した。
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２ i-Constructionの概要

➢i-Construction(アイ・コンストラクション)とは、国土交通省が掲げる56個の生産性革命プロジェクトの
うちの1つで、測量から設計、施工、検査、維持管理に至る全ての事業プロセスでICTを導入することに
より建設生産システム全体の生産性向上を目指す取り組みである。

➢国土交通省は数ある取り組みの中でも下記の3つを「トップランナー施策」として定め、平成28年度から
本格的に推し進めている。



（３）i-Constructionの取り組み

出典：国土交通省「i-Construction推進コンソーシアム(第3回企画委員会)」資料を加工して作成
https://www.mlit.go.jp/tec/i-construction/pdf/01.3_kikaku_siryou1.pdf 4

２ i-Constructionの概要

➢ ICT施工の工種拡大、現場作業の効率化、施工時期の平準化に加えて、測量から設計、施工、維
持管理に至る建設プロセス全体を3次元データで繋ぎ、新技術、新工法、新材料の導入、利活用を加
速化するとともに、国際標準化との動きと連携するものである。

https://www.mlit.go.jp/tec/i-construction/pdf/01.3_kikaku_siryou1.pdf


３ 本市におけるi-Constructionの導入
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➢本市においても、新・担い手3法で謳われている「働き方改革の推進」、「生産性向上への取組」の考え
方に基づき、適正な工期設定、施工時期の平準化等の他、情報通信技術の活用等による生産性向
上を積極的に取組んでいく必要がある。

➢i-Constructionの導入によって、施工の安定性、効率性が向上することが期待される。

（１）i-Construction導入の背景（新・担い手3法）

（２）i-Constructionの導入効果

働き方改革の推進

生産性向上への取組み

施工の安定性の向上

施工の効率性の向上

適正な工期設定
施工時期の平準化（トップランナー施策）
適切な設計変更

情報通信技術の活用等による生産性向上
（i-Construction）（トップランナー施策）

若手技術者の雇用促進
将来の担い手確保
残業時間の抑制（週休2日の促進）

品質や出来形の均等性の確保
工事事故の削減
受発注者の新たな時間の創出

新3Kの魅力ある
建設現場を実現

【参考】新3K
・給料が良い
・休暇が取れる
・希望が持てる

ICT活用工事



４ 本市におけるi-Constructionのロードマップ

➢令和4年度は、小規模土工に適用工種を拡大・追加した。令和5年度以降は、ICT構造物工の追加
を予定するとともに、3次元測量、設計データとの連携を図るため、測量業務、設計業務の導入に向け
た検討を行う予定である。

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5以降

測
量
・
設
計

施
工
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3次元測量・3次元設計データ作成に関する導入検討

ICT土工(H29.3～) 【追加】ICT土工(1,000m3未満)(R4.10～)

ICT舗装工(アスファルト舗装)(H29.10～) ICT舗装工(コンクリート舗装)(R3.4～)

ICT作業土工(床掘)(R3.4～) ※ICT土工と組合せて実施

ICT付帯構造物設置工(R3.4～)

ICT法面工(R3.4～)

ICT地盤改良工(浅層・中層・深層混合処理)(R3.4～)

ICT舗装工(修繕工)(R3.4～)

ICT浚渫工(港湾)(R3.12～)

【拡大】ICT小規土工(R4.10～)

ICT構造物工(橋脚・橋台・基礎工・擁壁工)

R4.10

➢ 国の要領の定めている ｢ICT浚渫工(河川)｣及び
｢ICT基礎工・ブロック据付工(港湾)｣は本市での活
用の見込が少ない（ICT土工で河川掘削可）ことか
ら本市の要領に取り込んでいない。

➢ ｢ICT浚渫工(港湾)｣は、今後、海上での浚渫工が
想定されることから追加している。なお、ICT河川浚渫
工は、バックホウ浚渫船のみである。



５ 本市におけるICTの取組状況（実施件数）

➢本市におけるICT活用工事の発注件数は、令和元年度以降、年々増加しているが、令和2、3年度は
実施まで至っていなかったが、令和4年度は10件実施している（令和5年2月末時点）。

➢受発注者に向けた研修会は、令和3年度は1回実施している。令和4年度は、受注者に対する研修会
は5回、職員向け現場見学会は4回実施している。

※実施したアンケート調査結果から問題点や課題を把握し、今後のICT活用工事の取組みに反映する。
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H29 H30 R1 R2 R3 R4

ICT活用工事の発注件数 4件 0件 4件 14件 24件 48件

うちICT土工 4件 0件 3件 6件 11件 24件

うちICT舗装工 0件 0件 1件 8件 13件 24件

ICT活用工事の実施件数 4件 0件 1件 0件 0件 10件

うちICT土工(作業土工含む) 4件 0件 1件 0件 0件 6件

うちICT舗装工 0件 0件 0件 0件 0件 4件

令和5年2月末時点（１）発注件数及び実施件数

■令和4年度の取り組み
• 令和4年10月に試行要領を改定し、

ICT小規模土工等の適用工種を追加
• ロードマップを作成し、適用工事の考え方

を整理した上で、令和4年度は実施件数
10件を目標に設定

（２）研修会の実施状況

R2 R3 R4

研修会の実施回数 2回 1回 9回

うち受注者向け（研修会） 0回 1回 5回

うち職員向け（現場見学会） 2回 0回 4回

※R3、R4の受注者向け研修会には職員も参加している。



５ 本市におけるICTの取組状況（型式）

【プロセス①】
３次元

起工測量

【プロセス②】
３次元

設計データ作成

【プロセス③】
ICT建設機械

による施工

【プロセス④】
３次元

出来形管理

【プロセス⑤】
３次元データの

納品

（３）型式の設定

フル型ICT活用工事 施工プロセス①～⑤全て実施

チャレンジ簡易型ICT活用工事 必須項目：施工プロセス②、④、⑤ 選択項目：施工プロセス①、③

トライアル型ICT活用工事 施工プロセス①～⑤のいずれか1つ以上を実施

（４）対象工種の追加

ICT土工、ICT作業土工(掘削)、ICT舗装工、ICT舗装工(修繕工)、ICT付帯構造物設置工、
ICT法面工、ICT地盤改良工、ICT浚渫工(港湾)
⇒拡大 ICT土工(1,000m3未満)、ICT作業土工(床掘)、ICT法面工(令和4年10月)
⇒追加 ICT小規模土工(令和4年10月)
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➢令和3年12月に「千葉市ICT活用工事実施要領(試行)」を改定し、新たな型式(チャレンジ簡易型、
トライアル型)を設定した。

➢令和4年10月には、対象工種の拡大(土工、作業土工、法面工)、追加(小規模土工)を実施した。

➢総合評価落札方式、工事成績評定点での加点措置によるインセンティブを付与している(ペナルティも
設定している)。



発注方式
総合評価落札方式
（技術提案項目）

工事成績評定
履行できない場合の

ペナルティ

発注者指定
（総合評価）

ICT活用工事の普及が認められるまでの当面の間、発注者指定で総合評価対象の工事は実施しない
こととする。

発注者指定 －

創意工夫の情報化施工活用で加点
フル型 ：２点

創意工夫のその他で加点
チャレンジ簡易型：１点
トライアル型 ：１点

工事成績評定で５点減点
（履行義務違反）

受注者希望Ｉ型
（総合評価）

フル型 ：３点
（①～⑤の５要件全て）
チャレンジ簡易型：２点
（必須②,④,⑤ 選択①,③）
トライアル型 ：１～２点
（①～⑤の１～２要件１点,

３～４要件２点）
※要件：施工プロセス数

創意工夫の情報化施工活用で加点
フル型 ：２点

創意工夫のその他で加点
チャレンジ簡易型：１点
トライアル型 ：１点

工事成績評定で５点減点
（契約違反）
「千葉市建設工事請負業者等
指名停止措置要領 第２条別
表第１の４」に基づく措置を講ず
る。
（認定した日から１か月以上
４か月以内の指名停止）

受注者希望Ⅱ型 －

創意工夫の情報化施工活用で加点
フル型 ：２点

創意工夫のその他で加点
チャレンジ簡易型：１点
トライアル型 ：１点

ペナルティなし

（５）総合評価落札方式及び工事成績評定のインセンティブ
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５ 本市におけるICTの取組状況（インセンティブ）



➢受発注者ともに、ICT活用工事に関する知識、経験が不足していること、また、建設企業の内製化を行
うことも重要なことから、定期的な現場見学会や研修会を継続的に開催する必要がある。

■ICT研修会・アンケート結果（回答者数：30人）
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５ 本市におけるICTの取組状況（アンケート調査結果等）

➢令和4年度に実施した受注者向けICT研修会において、アンケート調査を実施したところ、7割以上の
企業がICT活用工事に取組んでいる、又は取組もうとしていると、ICT活用工事に対して前向きに取組
もうとしている。

■ICT研修会（令和4年7月実施）

現場体験研修

3次元データ作成研修

１ 現在、ICT活用工事に取組んでいますか？

２ 研修会をきっかけに、ICT活用工事を取組んでみたいと思いましたか？

7割
(23%+47%)

9割
(93%)

（６）研修会におけるアンケート調査結果

（７）今後の取り組み


